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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのマルチキャスト・データ・グループに対応する非要求マルチキャスト
・データを、ネットワーク内のルータを介して、受信している電子データ処理装置への要
求データのダウンロードを最適化する方法であって、
　前記少なくとも１つのマルチキャスト・データ・グループについてのインターネット・
グループ管理プロトコル（ＩＧＭＰ）Ｖ２リーブ・グループ・メッセージを前記ルータに
送るステップと、
　前記ルータにより発信された前記少なくとも１つのマルチキャスト・データ・グループ
についてのＩＧＭＰメンバーシップ・クエリーを無視することにより、前記ルータが前記
非要求マルチキャスト・データの送信を終了して、前記要求データのダウンロード用の利
用可能な帯域幅を広げるようにするステップと、
を含む、前記方法。
【請求項２】
　前記要求データが設定データと番組ガイド・データのうちの少なくとも一方を含む、請
求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記無視することが、前記ＩＧＭＰメンバーシップ・クエリーに応答するＩＧＭＰメン
バーシップ・リポートの前記ルータへの送信を禁止するステップを含む、請求項１記載の
方法。
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【請求項４】
　前記非要求マルチキャスト・データの送信が終了している間に前記要求データをダウン
ロードするステップを含む、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　あらゆるマルチキャスト・データの受信を検知して、そのマルチキャスト・データのグ
ループ番号を特定するステップを含む、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　ルータを有するネットワーク内に於いて、少なくとも１つのマルチキャスト・データ・
グループに対応する非要求マルチキャスト・データを前記ルータから受信しているときに
行われる要求データのダウンロードを最適化するシステムであって、
　電子データ処理装置を含み、
　前記電子データ処理装置が、前記少なくとも１つのマルチキャスト・データ・グループ
についてのインターネット・グループ管理プロトコル（ＩＧＭＰ）Ｖ２リーブ・グループ
・メッセージを前記ルータに送り、また、前記電子データ処理装置が、前記ルータにより
発信された前記少なくとも１つのマルチキャスト・データ・グループについてのＩＧＭＰ
メンバーシップ・クエリーを無視することにより、前記ルータが前記非要求マルチキャス
ト・データの送信を終了して、前記要求データのダウンロード用の利用可能な帯域幅を広
げるようにする、前記システム。
【請求項７】
　前記要求データが設定データと番組ガイド・データのうちの少なくとも一方を含む、請
求項６記載のシステム。
【請求項８】
　前記電子データ処理装置が、前記ＩＧＭＰメンバーシップ・クエリーに応答するＩＧＭ
Ｐメンバーシップ・リポートの前記ルータへの送信を禁止することにより、前記ＩＧＭＰ
メンバーシップ・クエリーを無視する、請求項６記載のシステム。
【請求項９】
　前記電子データ処理装置が、更に、前記非要求マルチキャスト・データの送信が終了し
ている間に前記要求データをダウンロードする、請求項６記載のシステム。
【請求項１０】
　前記電子データ処理装置が、更に、あらゆるマルチキャスト・データの受信を検知して
、そのマルチキャスト・データのグループ番号を特定する、請求項６記載のシステム。
【請求項１１】
　前記電子データ処理装置と前記ルータとの間に接続されており、両者間で情報を交換す
るためのモデムを含む、請求項６記載のシステム。
【請求項１２】
　前記モデムが、非対称ディジタル加入者回線（ＡＤＳＬ）に使用できるように構成され
ている、請求項１１記載のシステム。
【請求項１３】
　コンピュータにより読み取り可能なプログラム記憶装置であって、前記コンピュータに
より実行可能な各命令のプログラムを具現化して、少なくとも１つのマルチキャスト・デ
ータ・グループに対応する非要求マルチキャスト・データを、ネットワーク内のルータを
介して、受信している電子データ処理装置への要求データのダウンロードを最適化する方
法の各ステップを実行する前記プログラム記憶装置であり、
　前記各ステップには、
　前記少なくとも１つのマルチキャスト・データ・グループについてのインターネット・
グループ管理プロトコル（ＩＧＭＰ）Ｖ２リーブ・グループ・メッセージを前記ルータに
送るステップと、
　前記ルータにより発信された前記少なくとも１つのマルチキャスト・データ・グループ
についてのＩＧＭＰメンバーシップ・クエリーを無視することにより、前記ルータが前記
非要求マルチキャスト・データの送信を終了して、前記要求データのダウンロード用の利
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用可能な帯域幅を広げるようにするステップと、
が含まれる、前記プログラム記憶装置。
【請求項１４】
　前記要求データが設定データと番組ガイド・データのうちの少なくとも一方を含む、請
求項１３記載のプログラム記憶装置。
【請求項１５】
　前記無視することが、前記ＩＧＭＰメンバーシップ・クエリーに応答するＩＧＭＰメン
バーシップ・リポートの前記ルータへの送信を禁止するステップを含む、請求項１３記載
のプログラム記憶装置。
【請求項１６】
　前記各ステップには、更に、前記非要求マルチキャスト・データの送信が終了している
間に前記要求データをダウンロードするステップが含まれる、請求項１３記載のプログラ
ム記憶装置。
【請求項１７】
　前記各ステップには、更に、マルチキャスト・データの受信を検知して、そのマルチキ
ャスト・データのグループ番号を特定するステップが含まれる、請求項１３記載のプログ
ラム記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、ネットワークに関し、詳しくは、要求されていないマルチキャスト
・データが電子データ処理装置により受信されているときに、この電子データ処理装置へ
の要求されたデータのダウンロード速度を最適化することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子データ処理装置がインターネット・プロトコル（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ：ＩＰ）データを要求するとき、そのデータが前記装置に向けられたユニキャスト・
データであっても、或いは、マルチキャスト・データであっても、前記装置が要求してい
ないマルチキャスト・データも前記装置に送信されることがある。これは、例えば、前記
装置が１つ或いは複数のマルチキャスト・グループに結合されていて、次に一時停止され
、その後再起動された場合に、起こり得る。再起動後、前記装置は、現在マルチキャスト
・データを要求していなくても、そのマルチキャスト・データを引き続き受信する。ネッ
トワーク回線の帯域幅が制限されているため、また、ＩＰマルチキャスト・ストリームが
継続して送信されるため、要求されたデータのダウンロード速度は遅くなってしまう。
【０００３】
　上述の問題に対する従来の解決方法の１つは、結合されていた各マルチキャスト・スト
リームのグループ識別子を不揮発性記憶装置に保存し、次に電子データ処理装置が再起動
したときに、その結合されていた各マルチキャスト・ストリームの保存されたグループ識
別子を載せた「インターネット・グループ管理プロトコル（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｇｒｏｕ
ｐ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：ＩＧＭＰ）Ｖ２リーブ・グループ・メッ
セージ」を送り、各マルチキャスト・ストリームの送信を中止させることが出来る。しか
し、殆どの不揮発性記憶装置は、書き込める回数に制限が有るため、この従来の解決方法
は、不揮発性記憶装置の破損を招くことがある。
【０００４】
　更に、この従来の解決方法は、電子データ処理装置が家庭内のその他の各電子データ処
理装置用のホーム・ゲートウェイとして動作する場合、一層不都合である。この場合、前
者の装置は、後者の各装置から、どのＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）マル
チキャスト・ストリームを受信したいのかを通知してもらう必要がある。次に、前者の装
置（「ゲートウェイ」ボックス）は、それらのＩＰマルチキャスト・ストリームをマルチ
キャスト・ルータに要求して、後者の各装置に転送する。このように家庭内の後者の各装
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置用の各マルチキャスト・ストリームも回線上に存在するため、それらも中止できるよう
に、それらの記録を取ることも必要である。従って、この情報を得るために、既存のコー
ド・ライブラリをある程度変更する必要があり、前述の従来の解決方法が更に一層困難に
なる。
【０００５】
　従って、電子データ処理装置が、要求されていないマルチキャスト・データ（以下、非
要求マルチキャスト・データという）を受信しているときに、その電子データ処理装置へ
の要求されたデータ（以下、要求データという）のダウンロード速度を最適化するための
改良された方法およびシステムを提供することが望ましく、且つ、非常に有益である。
【発明の開示】
【０００６】
(発明の概要)
　本発明は、上述の問題を、従来技術のその他の関連する問題と共に、解決するものであ
る。本発明の目的は、非要求マルチキャスト・データが電子データ処理装置により受信さ
れているときに、前記装置への要求データのダウンロード速度を最適化する方法およびシ
ステムを提供することである。本発明の方法およびシステムは、非要求マルチキャスト・
データの送信を終了させて、この非要求マルチキャスト・データにより占有されていた帯
域幅を使用して、要求データ（例えば、設定データ、番組ガイド・データ等）をより速く
ダウンロードできる。
【０００７】
　本発明の１つの形態に従えば、非要求マルチキャスト・データを、ネットワーク内のル
ータを介して、受信している電子データ処理装置への要求データのダウンロードを最適化
する方法を提供する。非要求マルチキャスト・データは、少なくとも１つのマルチキャス
ト・データ・グループに対応している。少なくとも１つのマルチキャスト・データ・グル
ープについてのインターネット・グループ管理プロトコル（ＩＧＭＰ）Ｖ２リーブ・グル
ープ・メッセージが、ルータに送られる。ルータが発信した少なくとも１つのマルチキャ
スト・データ・グループについてのＩＧＭＰメンバーシップ・クエリー（Ｍｅｍｂｅｒｓ
ｈｉｐ　Ｑｕｅｒｙ）が無視されることにより、ルータが非要求マルチキャスト・データ
の送信を終了して、要求データのダウンロード用の利用可能な帯域幅を広げるようにする
。
【０００８】
　本発明の別の１つの形態に従えば、ルータを有するネットワーク内に於いて、非要求マ
ルチキャスト・データをルータから受信しているときに行われる要求データのダウンロー
ドを最適化するシステムが提供される。非要求マルチキャスト・データは、少なくとも１
つのマルチキャスト・データ・グループに対応している。このシステムは電子データ処理
装置を含み、前記装置は、少なくとも１つのマルチキャスト・データ・グループについて
のインターネット・グループ管理プロトコル（ＩＧＭＰ）Ｖ２リーブ・グループ・メッセ
ージをルータに送り、また、前記装置は、ルータにより発信された少なくとも１つのマル
チキャスト・データ・グループについてのＩＧＭＰメンバーシップ・クエリーを無視する
ことにより、ルータが非要求マルチキャスト・データの送信を終了して、要求データのダ
ウンロード用の利用可能な帯域幅を広げるようにする。
【０００９】
　本発明の上述の形態、その他の形態、各特徴、および、各利点は、添付図を参照して以
下に詳しく説明する推奨実施例から明確になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　前述したように、本発明の目的は、非要求マルチキャスト・データが電子データ処理装
置により受信されているときに、前記装置への要求データのダウンロード速度を最適化す
る方法およびシステムを提供することである。特に、本発明は、この電子データ処理装置
がセット・トップ・ボックスであり、これが再起動されて、例えば設定データおよび番組
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ガイド・データのような（これらのデータに限定されない）要求データがこのセット・ト
ップ・ボックスにダウンロードされる場合に適している（しかし、本発明は、この場合に
限定されるものではない）。本発明は、マルチキャスト・データが、１つのゲートウェイ
電子データ処理装置（例えば、電子データ処理装置が１つだけの場合のその唯一の電子デ
ータ処理装置）により「検知」されて、局部家電装置（例えば、テレビジョン装置）に転
送される場合、或いは、その他の電子データ処理装置が在る時は、それらの装置に転送さ
れる場合に使用されることを意図するものである。即ち、本発明は、従来技術のようにマ
ルチキャスト・データのグループ識別子が、不揮発性メモリに記憶される場合に使用され
ることを意図するものではない。その理由は、そのような記憶装置を使用すれば、その他
の装置全てが、それぞれ、どのマルチキャスト・グループと結合されているかをゲートウ
ェイ装置に通知する必要があり（オーバーヘッドが増す）、更に、メモリへの書き込み数
の上限を超えてしまい、その結果、メモリがバーン・アウト（ｂｕｒｎ　ｏｕｔ）する危
険がある為である。
【００１１】
　尚、本発明は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、特定用途プロセッサ、
或いは、これらの組み合わせの様々な形態で実現できるが、ハードウェアとソフトウェア
との組み合わせとして実現されることが望ましい。更に、そのソフトウェアは、プログラ
ム記憶装置上に具現化されるアプリケーション・プログラムとして実現されることが望ま
しい。また、このアプリケーション・プログラムは、任意の適切なアーキテクチャを有す
るマシンにアップロードして、そのマシンにより実行されるようにしてもよい。更に、そ
のマシンは、１つ或いは複数の中央処理装置（ＣＰＵ）、ランダム・アクセス・メモリ（
ＲＡＭ）、および、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インタフェースのようなハードウェアを有する
コンピュータ・プラットホームで実現されることが望ましい。また、そのコンピュータ・
プラットホームには、オペレーティング・システムおよびマイクロ命令コードも含まれて
いる。ここで説明する種々の処理と機能は、オペレーティング・システムを介して実行さ
れるマイクロ命令コードの一部またはアプリケーション・プログラムの一部であってもよ
く、或いは、それらの組み合わせであってもよい。更に、その他の種々の周辺装置、例え
ば、増設データ記憶装置、印刷装置等が、コンピュータ・プラットホームに接続されるよ
うにしてもよい。
【００１２】
　更に、添付図に示す各システム構成要素および方法の各ステップ（即ち、各ステップ）
の一部は、ソフトウェアで実現されることが望ましく、従って、システム構成要素相互間
、或いは、方法のステップ相互間の実際の接続関係は、本発明がプログラムされる態様に
従って異なる場合がある。当業者であれば、ここに開示した事項に基づいて、本発明の実
施形態、或いは、本発明の構成を検討して、それらに類似するものを創案することが出来
る。
【００１３】
　説明の便宜上、非要求マルチキャスト・データの存在下で要求データのネットワーク・
ダウンロードを最適化する方法についての以下の説明は、本発明の実施形態に従った一般
的な説明である。尚、本発明は、ＡＤＳＬを使用するネットワークに限定されるものでは
なく、本発明の精神に従って、且つ、本発明の特許請求範囲内で、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅ
ｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）およびＩＧＭＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｇｒｏｕｐ　Ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を使用する任意のタイプのネットワークにも適用すること
ができる。
【００１４】
　本発明の方法は、単に電子データ処理装置を有する環境（家庭またはその他）ではなく
、複数の電子データ処理装置のうちの１つがその他の電子データ処理装置用のゲートウェ
イ装置として機能する環境に於いて実施されることが望ましいが、これに限定されるもの
ではない。以下の説明は、このゲートウェイ装置として機能する電子データ処理装置に関
するものであり、従って、以下に説明する方法について言及する電子データ処理装置も、
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全て、ゲートウェイ装置である。尚、本発明の方法は、電子データ処理装置を１つしか持
たない環境（家庭またはその他）にも実施可能である。
【００１５】
　本発明は、インターネット・グループ管理プロトコル（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｇｒｏｕｐ
　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：ＩＧＭＰ）を利用する。周知の如く、ＩＧ
ＭＰは、とりわけ、特定のマルチキャスト・グループ用のメッセージを受信したい登録ク
ライアントに使用され、また、クライアントが特定のマルチキャスト・グループから脱退
すること（リーブ）を許すのに使用される。ＩＧＭＰは、また、グループメンバーである
こと（メンバーシップ）を、マルチキャスト可能にされた近隣のルータ全てに報告するこ
と（リポート）に使用される。ルータは、ＩＧＭＰＶ２メンバーシップ・クエリー（メン
バーシップ照会）を使用して、特定のマルチキャスト・グループについて、グループメン
バーが存在するか否かを検知する。特定のネットワーク・ノード（例えば、ゲートウェイ
・セット・トップ・ボックス）は、ＩＧＭＰメンバーシップ・リポート（メンバーシップ
報告）を使用して、その特定のネットワーク・ノードがマルチキャスト・メッセージをリ
ッスンしている（検知しようとしている）ことをルータに通知する。このＩＧＭＰメンバ
ーシップ・リポートは、ＩＧＭＰメンバーシップ・クエリーに応答して送信される。特定
のマルチキャスト・グループのメンバーは、ＩＧＭＰＶ２リーブ・グループ・メッセージ
を使用して、そのグループを脱退する（即ち、そのメンバーへのそのマルチキャスト・グ
ループのデータの送信を終了する）。
【００１６】
　電子データ処理装置は、再起動すると、先ず、ネットワーク回線上で前記装置に送信さ
れている全てのマルチキャスト・データをリッスンする。前記装置は、短時間（例えば、
１秒から数秒）で受信された各マルチキャスト・データについてのマルチキャスト・グル
ープ番号をリストに記録する。次に、このリスト内のマルチキャスト・グループ番号の各
々について、電子データ処理装置は、前記装置が、もはや、そのマルチキャスト・グルー
プに属するメッセージを受信したくないことをアナウンス（宣言）するインターネット・
グループ管理プロトコル（ＩＧＭＰ）Ｖ２リーブ・グループ・メッセージをネットワーク
回線上に送信する。これにより、その電子データ処理装置に接続されたネットワーク上に
存在するマルチキャスト・ルータは、短時間（例えば、数秒）で、ＩＧＭＰメンバーシッ
プ・クエリーを、各マルチキャスト・グループについて、その電子データ処理装置に送信
する。ＩＧＭＰメンバーシップ・クエリーの各々は、特定のマルチキャスト・データ・グ
ループ別のものである。ＩＧＭＰメンバーシップ・クエリーは、電子データ処理装置に対
して、前記装置がマルチキャスト・グループのデータを引き続き受信したいかを尋ねる。
この方法では、電子データ処理装置は、このＩＧＭＰメンバーシップ・クエリーに対して
、ＩＧＭＰメンバーシップ・リポートを発信せず、従って、返答をしない。マルチキャス
ト・ルータは、更に数秒の間にセット・トップ・ボックス（電子データ処理装置）からの
ＩＧＭＰメンバーシップ・リポートを受信しなければ、その電子データ処理装置に対する
マルチキャスト・データの送信を終了する。これにより、ネットワーク回線の全帯域幅容
量が使用されて、プログラム・ダウンロード・データを電子データ処理装置に送信でき、
前記装置は、短時間で使用準備が整う。
【００１７】
　図１は、本発明の一実施例に従って、本発明を適用できるネットワーク・システム１０
０を示すブロック図である。このシステム１００には、ＣＰＵ１１２を内蔵したセット・
トップ・ボックス１１０が、電子データ処理装置として含まれている。更に、このシステ
ム１００には、一端がセット・トップ・ボックス１１０に接続され、他端がルータ１２０
に接続されたネットワーク・インタフェース１１６が含まれている。ルータ１２０は、ビ
デオ・エンコーダ１３０、別のビデオ・エンコーダ１４０、および、データ・サーバ１５
０に接続されている。
【００１８】
　尚、図１のシステム１００内に示す電子データ処理装置は１つだけであるが、本発明は
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、複数の電子データ処理装置が存在し、セット・トップ・ボックス１１０がその他の電子
データ処理装置（セット・トップ・ボックスであることも可能）用のゲートウェイとして
機能する構成にも容易に適用できる。
【００１９】
　前述の如く、本発明は、「非要求マルチキャスト・データ」が受信されているときに、
「要求データ」のダウンロードを最適化することを目的とする。ここに示す例に於いて、
非要求マルチキャスト・データは、ビデオ・エンコーダ１３０および１４０により提供さ
れ、要求データ（設定データ、番組ガイド・データ、その他）は、データ・サーバ１５０
により提供される。勿論、当業者により容易に考えられるその他の構成も実施可能である
。尚、「要求データ」は、ユニキャスト・データ或いはマルチキャスト・データでもよく
、その他のものでもよい。しかし、受信／ダウンロードすべき「要求データ」と現在受信
している「非要求マルチキャスト・データ」との重要な違いは、要求データは出来るだけ
速く受信することが望ましく、非要求マルチキャスト・データの受信を犠牲にしても、要
求データのダウンロードを速めることが望ましい点に在る。
【００２０】
　ネットワーク・インタフェース１１６には、セット・トップ・ボックス１１０のＣＰＵ
１１２とルータ１２０とを接続する回路が含まれている。ネットワーク・インタフェース
１１６の実施可能な一例は、イーサネット・インタフェースである。ネットワーク・イン
タフェース１１６の実施例としては、ディジタル加入者回線アクセス・マルチプレクサ（
ＤＳＬＡＭ）に接続される非対称ディジタル加入者回線（ＡＤＳＬ）モデムに接続された
イーサネット・インタフェースがある。当業者は、ここに記載する本発明の開示事項に基
づいて、本発明の精神に従って、且つ、本発明の範囲内で、本発明が適用できるシステム
の各構成素子のその他の様々な構成を考えることが出来る。
【００２１】
　図２は、本発明の一実施例に従って、非要求マルチキャスト・データが受信されている
ときに要求データのダウンロードを最適化する方法を示す流れ図である。説明の便宜上、
図２の方法は、図１のシステム１００の構成に従って、説明する。しかし、前述の如く、
本発明は、図１に示すような構成のシステムのみに限定されるものではなく、本発明の精
神に従って、且つ、本発明の範囲内で、その他の構成のシステムにも適用できる。
【００２２】
　マルチキャスト・データ・グループに対応する非要求マルチキャスト・データは、ビデ
オ・エンコーダ１３０および１４０からＣＰＵ１１２に送られる（ステップ２１０）。例
えば、第１のマルチキャスト・データ・グループに対応するデータが一方のビデオ・エン
コーダ１３０からＣＰＵ１１２に送られ、第２のマルチキャスト・データ・グループに対
応する別のデータが他方のビデオ・エンコーダ１４０からＣＰＵ１１２に送られる。これ
らのデータは、ルータ１２０およびネットワーク・インタフェース１１６により処理され
、これらを通過する。
【００２３】
　非要求マルチキャスト・データはＣＰＵ１１２により検出され、次いで各マルチキャス
ト・データ・グループについてのインターネット・グループ管理プロトコル（ＩＧＭＰ）
Ｖ２リーブ・グループ・メッセージが、ＣＰＵ１１２からルータ１２０に送られる（ステ
ップ２２０）。尚、ステップ２２０は、非要求マルチキャスト・データを検出することに
より、そのデータの受信を実際に検知して、とりわけ、その非要求マルチキャスト・デー
タが属するグループ番号を特定する。
【００２４】
　各マルチキャスト・データ・グループについてのＩＧＭＰＶ２メンバーシップ・クエリ
ーが、ルータ１２０からＣＰＵ１１２に発信される（ステップ２３０）。ＣＰＵ１１２は
、このＩＧＭＰＶ２メンバーシップ・クエリーに応答せず（前記メンバーシップ・クエリ
ーを無視するか、或いは、少なくともＩＧＭＰＶ２メンバーシップ・リポートを送信せず
）（ステップ２４０）、従って、ルータ１２０によるマルチキャスト・データの送信が終
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【００２５】
　次に、要求データ（例えば、設定データ、番組ガイド・データ、その他）が、データ・
サーバ１５０からルータ１２０を介してＣＰＵ１１２によりダウンロードされ、この際、
利用可能な帯域幅の全てが使用される（この利用される帯域幅の一部或いは殆どが、非要
求マルチキャスト・データの送信に使用されていた）（ステップ２６０）。要求データの
ダウンロードが完了すると、当業者に周知の如く、新たに要求されるマルチキャスト・デ
ータの受信を再開することが出来る。例えば、全ての番組ガイド・データが利用可能な全
帯域幅により完全にダウンロードされた後、ＣＰＵ１１２はＩＧＭＰメンバーシップ・リ
ポートをルータに送信してもよい。
【００２６】
　以上、添付図を参照して、各実施例を説明したが、本発明は、これらの実施例に限定さ
れるものではなく、当業者であれば、本発明の精神に従って、且つ、本発明の範囲内で、
様々な変更および修正を行うことが出来る。そのような変更および修正は、特許請求の範
囲に規定される本発明の範囲内に含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、本発明の一実施例に従って、本発明を適用できるネットワーク・システ
ム１００を示すブロック図である。
【図２】図２は、本発明の一実施例に従って、非要求マルチキャスト・データが受信され
ているときに要求データのダウンロードを最適化する方法を示す流れ図である。

【図１】 【図２】
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